
野生イノシシ豚熱対策検討会（R3.10.26）

野生イノシシの捕獲強化とジビエ利用に向けた取組

農村振興局鳥獣対策・農村環境課
【捕獲強化の取組状況】
○ 捕獲の更なる強化に向けて、令和２年度及び令和３年度の２か年に渡って、全都道府県
において、捕獲強化エリアを設定して「集中捕獲キャンペーン」を展開。

○ その中で、豚熱陽性が確認された都府県及び隣接県の 36 都府県と連携して、野生イノシ
シの感染確認区域や生息密度の高い地域、養豚農場の近隣などを捕獲重点エリアに設定
し、野生イノシシの捕獲強化を推進。直近では、本年８月の兵庫県淡路市での陽性確認を
踏まえ、四国４県に対して捕獲強化を依頼したところ。

○ 令和２年度の全国の捕獲頭数はキャンペーンの成果もあり、令和元年度の 64 万頭から約
４万頭増の 68 万頭になったところ。令和元年度から豚熱の関係で先行して捕獲強化してきた
東海、北陸地域等では減少傾向であり、イノシシが見られなくなってきたという声もある。

○ 令和３年度の狩猟期においても、全国的にキャンペーンを展開することとしており、引き続き、
捕獲の強化を推進。

【感染確認区域におけるジビエ利用（陰性個体）に向けた取組状況】
○ ジビエ利用は地域資源として有効活用し、マイナスの存在をプラスに変えられる取組。多くの
地域で取組が進んでおり、捕獲活動のモチベーションにも繋がっている地域は多い。

○ 一方、豚熱陽性が確認された場合、厚労省のジビエの衛生管理のガイドラインに則して、当
省から各県へ感染確認区域でのジビエ利用の自粛を要請。

○ この中で、当省では、昨年度、動物衛生等の専門家の科学的知見を踏まえ、家畜防疫及
び食品衛生を確保しつつ、豚熱陰性個体の出荷を可能とする枠組みを関係省庁と連携して
構築。現場向けの手引きとして、「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き」を策定し、
本年４月から、感染確認区域で捕獲した豚熱陰性個体のジビエ利用を可能としたところ。

○ 本年９月末時点では、４県 10 施設が手引きに基づくジビエ利用の取組を開始（今後、
取組を開始する予定の施設もあるところ）。

○ なお、本枠組みによるジビエ利用再開後においても、感染確認区域としての取扱いは継続さ
れており、その解除等に関する具体的なルールづくりについて、引き続き、関係部局間での検討
が必要。

【 R4予算概算要求について】
○ 鳥獣対策交付金等(令和３年度予算 122 億円)については、令和４年度予算概算要求
(160 億円)において、これまでの支援（捕獲活動経費、侵入防止柵整備、緩衝帯など環境
整備など）に加え、新たに以下の取組を支援すべく要求。
・ 都道府県が行う広域的な捕獲体制の構築への支援
・ 豚熱感染確認区域でのジビエ利活用推進のための検査費用等の支援 等
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現在の豚熱に係る捕獲重点エリアの設定概要

※ 捕獲重点エリア設定都府県（36都府県）
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、
静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県、沖縄県

捕獲重点エリア

捕獲重点エリアのうち
各県で特に重視する地域
（「防衛ライン」等）

野生イノシシ陽性地点（一部略）
平成30年９月13日～令和３年10月13日時点

〇 豚熱陽性の野生イノシシが確認されている県及びその隣接県等の３６都府県において、
養豚場の周辺や、イノシシの移動制限に重要な地域を捕獲重点エリアに設定。
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豚熱発生によるジビエ利用の現状

• 防疫指針※１に基づく

野生イノシシ群におけ

る豚熱ウイルスの浸潤

状況調査（サーベイ

ランス）により、豚熱

陽性個体を確認

➢ 平成30年９月の岐阜県での豚熱発生以来、野生イノシシでの豚熱感染が確認され、現在、25都府県に拡大
➢ 家畜防疫及び食品衛生の観点から、野生イノシシ陽性確認地点から半径10km圏内の区域で捕獲された野生

イノシシの肉の利用については、自家消費を除き出荷自粛を要請
➢ 令和３年４月より、ジビエ利用の手引きに従い適切に豚熱ウイルス拡散防止策を講じることにより、豚熱陰性個

体の出荷が可能

豚熱感染イノシシの確認

野生イノシシ
陽性確認地点

10km

感染確認区域で捕獲さ
れた野生イノシシの肉につ
いては、出荷自粛を要請

※１：豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針（令和３年３月農林水産大臣公表）
※２：豚熱まん延防止のための野生イノシシの捕獲強化の方針について（令和３年４月消費・安全局長・農村振興局長通知）
※３：野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（平成26年11月厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知、最終改正：令和３年４月）では、原則、豚熱等家畜伝染病

のまん延地域で捕獲した鳥獣を食用に供してはならないこと、ジビエ利用の手引きに従い、捕獲から出荷まで適切な措置が講じられたものは、例外的に食用に供することがで
きるとされている。

※４：豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引きについて（令和３年４月消費・安全局長・農村振興局長通知）

PCR検査

陽 性

サーベイランス

感染確認区域の設定 ジビエ利用の制限

• 家畜防疫の観点から、

捕獲強化方針通知※

２に基づき野生イノシ

シ陽性確認地点から

半径10km圏内の区

域（以下「感染確認

区域」という。）を設定

• 家畜防疫及び食品衛生の観

点※３から、捕獲強化通知に基

づき感染確認区域で捕獲され

た野生イノシシの肉の利用につ

いては、原則として自家消費の

みとし、市場流通や他人への譲

渡を行わないよう各県に要請

手引きに基づくジビエ利用

• 令和３年４月より、ジビ

エ利用の手引き※４に

従い、適切に豚熱ウイル

ス拡散防止策を講じな

がら、豚熱陰性が確認さ

れたイノシシの肉の出荷

が可能に

R3.4～

野生イノシシ
陽性確認地点

10km

ジビエ利用の手引きに
従った豚熱陰性個体
の出荷が可能に
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豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き（概要）
 ジビエ利用しようとする場合は、検査結果の信頼性確保と捕獲の際の適切な防疫措置を確保するため、防疫指針に基づく
豚熱ウイルスの浸潤状況調査（サーベイランス）の対象個体を利用し、サーベイランスにより、血液PCR検査による豚熱感染
の有無を確認（豚熱判定結果が判明するまで隔離して一時保管し、陰性個体をジビエ利用）。

 家畜防疫及び食品衛生の安全性確保のため、捕獲から出荷までの一連の各作業では、豚熱ウイルス拡散リスクを最小限に
するための複合的な対策を実施（防疫措置の手引き（※１）、ガイドライン（※２）に基づく工程ごとの衛生管理措置等を基本とし、豚熱ウイ
ルスの拡散・交差汚染防止対策を実施）。

○豚熱ウイルス拡散リスクを最小限にするための複合的な対策のポイント
（※２）「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）」（厚労省）

4AapkRc1

廃棄

サーベイランス

採血

捕獲・止め刺し
捕獲現場

現場の消毒

国へ報告
検査結果の活用

✔ 血液PCR検査
（全頭対象）

検査機関

一次処理室 二次処理室
冷蔵庫

事務室

処理加工施設

更衣室

剥皮・
内臓摘出

✔豚熱検査結果
判明まで一時保管

資器材等
洗浄･消毒

搬入口

施設用地

車
両
消
毒
地
点

運搬・
施設搬入

出荷
流通

陽性

陰性 豚熱発生県でも陰
性個体の有効活用
が促進され、農山
村地域の所得向
上・活性化が期待

解体・加工

保冷庫

一時保管庫の消毒

血液等
検体

捕獲
個体

（※１）「CSF・ASF対策としての野生イノシシの捕獲等に関する防疫措置の手引き」
（環境省・農水省）

 捕獲～運搬、処理加工施設への搬入  一時保管  解体・加工～出荷

○サーベイランスにより、血液PCR検査による豚熱感染の有無を確認
○豚熱判定結果が判明するまで、隔離して一時保管し、陰性個体をジビエ利用
○豚熱ウイルス拡散リスクを最小限にするための複合的な対策を実施

都道府県は処理
加工施設等に対
して適切に指導
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鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進

＜対策のポイント＞
農作物被害のみならず農山漁村での生活に影響を与える鳥獣被害の防止のため、鳥獣の捕獲等の強化やジビエフル活用への取組等を支援します。また、

森林のシカ被害の効果的な抑制のため、都道府県による広域的な捕獲への支援や複数の都府県にまたがる国有林野における捕獲事業の実施等を行います。

＜事業目標＞
○ 農作物被害を及ぼすシカ、イノシシ、サルの対策強化（生息頭数等を平成23年度から半減（シカ、イノシシで約190万頭）［令和５年度まで］）
○ 野生鳥獣のジビエ利用量の拡大（令和元年度から倍増（4,000t）［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．鳥獣被害防止総合対策交付金 13,900（11,005）百万円
市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組等を総合的に支援します。

① 侵入防止柵、焼却施設、捕獲高度化施設等の整備

② 地域ぐるみの被害防止活動・捕獲等の強化

ア 捕獲活動経費の直接支援

イ 都道府県が行う広域捕獲に係る調査、捕獲活動、人材育成の支援の充実〔限度額内で定額支援〕

ウ ICTを総動員した被害対策のモデル地区の整備〔限度額内で定額支援〕

エ 猟銃所持者確保に向けた支援、処理加工施設の専従員による止め刺し等の地域内の連携支援
〔限度額内で定額支援〕

オ クマ、鳥類に対する総合的な対策の支援〔限度額内で定額支援〕

③ ジビエ利活用の推進
ア 処理加工施設やジビエカー、簡易な一次処理施設等の整備

イ 豚熱感染確認区域でのジビエ利活用推進のための検査費用等の支援〔限度額内で定額支援〕

ウ ジビエカーのリース導入支援〔定率支援〕

エ ペットフード等を含む多様な需要拡大のため、プロモーション等への取組を支援 〔定額支援〕

２．シカ等による森林被害緊急対策事業 223（129）百万円
森林におけるシカ被害を効果的に抑制するため、都道府県による広域的な捕獲の取組や複数

の都府県にまたがる国有林野における国土保全のための捕獲事業、林業関係者による捕獲効率
向上対策、新技術の開発・実証、及びノウサギ被害の対策手法の検討を実施・支援します。

＜事業の流れ＞

国 都道府県
地域協議会
民間団体 等

交付 1/2以内等

国 民間団体等
定額

（①、②、③アイウの事業） （③エの事業）

［お問い合わせ先］（１の事業）農村振興局鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室（03-3591-4958）
（２の事業）林野庁研究指導課森林保護対策室 （03-3502-1063）

国 都道府県等

＜事業の流れ＞
定額

国 民間団体等

※国有林においては、直轄で実施
委託

【令和４年度予算概算要求額 16,027（12,179）百万円】
（このうち鳥獣被害対策推進枠 1,904（1,045）百万円）

〔1/2以内、直営施工の場合は定額支援〕
（捕獲高度化施設と一体で整備する研修施設の整備）

・多面的機能支払交付金のうち多面的機能の増進を図る活動等の一部（鳥獣緩衝帯の整備・保全管理等）

・中山間地域等直接支払交付金のうち生産性向上加算及び集落機能強化加算等（捕獲対策・ジビエ利用拡大等）

・農山漁村振興交付金のうち最適土地利用対策（鳥獣緩衝帯機能を有する計画的な植林等）

〔鳥獣被害対策推進枠〕

〔獣種等に応じた上限単価以内での定額支援〕

（処理加工施設と一体となった加工製造施設の整備）

等

〔総合的な鳥獣対策・ジビエ利活用への支援〕

捕獲活動経費の
直接支援

刈り払い等による
生息環境管理

侵入防止柵の設置や
捕獲機材の導入

処理加工施設等の
整備

処理加工施設等
における人材育成

〔ジビエフル活用に向けた取組〕〔捕獲等の強化〕

③ジビエカーのリース導入支援

①利用可能な個体のフル活用体制構築

②豚熱感染確認区域における支援

処理加工施設と一体となった
加工製造施設の整備等によ
る処理体制の構築

野生イノシシをジビエ利用する場合の、
血液PCR検査費用等を支援

広域搬入体制を整備するために、ジビ
エカーの導入の加速化

加工品製造施設

①広域的な捕獲体制の構築

②ICTを総動員した被害対策の推進
ICTを総動員した被害対
策を推進するモデル地区
を整備することにより技術
の普及を推進

都道府県が中心となった、県や市町村をまたぐ広域的な捕獲を
推進するための取組を支援

〔国土保全のための捕獲〕〔広域捕獲への支援〕 〔捕獲効率の向上〕

狩猟熟練者の技能、
新技術の活用

、
被害をもたらす
群の駆除

Ａ県

Ｂ県

県境

複数の都府県にまたがる
広域的な捕獲

市境

A市

繁殖場所など個体の供給
源に対して広域捕獲

市町村をコーディ
ネートして広域捕獲

B市

ActionCheck
PDCAサイクルに
基づく被害対策

を実施

Plan
Do

※下線部は拡充内容

※下線部は拡充内容
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